
教育相談について 

 

教育相談は生徒が将来において社会的な自己実現ができるような資質・能力・態度を形成するように働

きかけることを目的とし、生徒指導の一環として位置づけられている。 

 

（１）教育相談の目的 

不登校、いじめ、人間関係のストレス、進路や家庭に関わる問題、学習や日常生活に支障が出る発

達の課題を抱えている、医療のサポートを必要とする心の健康状態など、生徒の問題行動の背景が多

様化し、担任が一人でその支援に関わることが難しくなっている現状がある。 

本校における教育相談の課題も多様化・複雑化している中、発達に課題を抱えている様子が見られ

たり、様々な理由による不登校傾向の生徒がクラスに在籍していたりする状況があり、継続的・重層

的な支援が必要な状況にある。それらの問題を担任が一人で抱えることを避け、多くの職員で情報を

共有し、組織的に対応することを目的として教育相談体制を整える。本校の教育相談は「担任を孤立

させない、個に寄り添った組織的な支援」を目指す。 

（２）教育相談体制組織図 
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教育相談コーディネーター代表 

専門機関 
・総合教育セ
ンター 

・医療機関 
・児童相談所 
・少年相談保
護センター 

・各自治体の
相談窓口等 

・特別支援学
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・担任 ・教科担当 ・部活動担当等 
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生徒保護者を中心とした教育環境 

学年の教育相談係 
 

●各学年１名 
※教育相談コーディネ
ーターと兼任可 

 

生徒指導G 
 

●グループリーダー 
●養護教諭 

 

 

教育相談体制 


